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(57)【要約】
【課題】乗員の乗降時に、その乗員の体格に応じて乗降
が容易となる最適位置に電動シートを短時間で移動させ
るシート位置制御装置を提供する。
【解決手段】シート位置制御装置１は、電動シート２の
現在の位置を検出する位置検出手段３と、電動シートを
駆動してその位置を調整する位置調整手段４と、車両の
運転状態を検出する運転検出手段５と、運転検出手段に
より前記車両が運転状態であると検知されたときに、位
置検出手段により検出した電動シートの位置に基づき、
乗員の乗降に適した最適乗降位置を設定して記憶する乗
降位置設定手段６と、運転検出手段により車両の運転停
止が検知されたとき、乗降位置設定手段により記憶され
た最適乗降位置を読出し、電動シートを最適乗降位置に
移動させる乗降位置制御手段７と、を備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　乗員が車両に乗降する際の電動シートの位置を調節するシート位置制御装置であって、
　前記電動シートの現在の位置を検出する位置検出手段と、
　前記電動シートを駆動してその位置を調整する位置調整手段と、
　前記車両の運転状態を検出する運転検出手段と、
　前記運転検出手段により前記車両が運転状態であると検知されたときに、前記位置検出
手段により検出した前記電動シートの位置に基づき、乗員の乗降に適した最適乗降位置を
設定して記憶する乗降位置設定手段と、
　前記運転検出手段により前記車両の運転停止が検知されたとき、前記乗降位置設定手段
により記憶された前記最適乗降位置を読出し、前記位置調整手段により前記電動シートを
前記最適乗降位置に移動させる乗降位置制御手段と、
　を備えることを特徴とするシート位置制御装置。
【請求項２】
　前記乗降位置設定手段は、検出した前記電動シートの現在の位置に基づき着座した乗員
の体格を推定し、その推定した体格に対応する前記最適乗降位置を設定する請求項１記載
のシート位置制御装置。
【請求項３】
　前記乗降位置設定手段は、前記運転検出手段により前記車両が運転状態であると検知さ
れた後、前記位置検出手段により検出される前記電動シートの位置が所定時間以上変化し
ないときに、前記最適乗降位置を設定する請求項１又は２に記載のシート位置制御装置。
【請求項４】
　前記乗降位置設定手段は、前記位置検出手段により前記電動シートの座面高さの位置を
検知し、その検知した位置に基づいて前記最適乗降位置を設定する請求項１乃至３のいず
れか１項に記載のシート位置制御装置。
【請求項５】
　前記運転検出手段により検知する運転状態は、イグニッションスイッチの状態及びシフ
トレバーの位置のうちの１つ以上を含む請求項１乃至４のいずれか１項に記載のシート位
置制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両シートに用いられるシート位置制御装置に関し、詳しくは、乗員の乗降
時に、乗降が容易となる位置に電動シートを短時間に移動させるシート位置制御装置に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、乗員の運転等に最適なように、モータ等により座席の位置を前後に動かしたり座
面の高さを変えたりする電動シートが用いられている。乗員が予め設定したシート位置を
記憶しておき、シート位置が変更された場合にも、記憶されている位置に復帰させること
ができる電動シートも知られている。また、このような電動シートにおいて、乗員の乗降
時には、脚を動かすための空間を確保して乗降を容易にするために、シートを後方に移動
させる手法が知られている。
　例えば、特許文献１には、運転ポジションと乗降ポジションとが設定され、乗員の乗降
時にはシートを所定の初期位置（乗降ポジション）まで後方移動させ、シートベルト装着
時にシートを運転用の位置（運転ポジション）に前方移動させるシート位置制御装置の発
明が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
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【特許文献１】特開２００７－１９６９４８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　前記のように、車両の乗員により予め設定された電動シートの運転位置（運転ポジショ
ン）を記憶して、運転開始時には当該運転ポジションに電動シートを移動させるシート位
置制御装置が知られている。そして、前記特許文献１に記載されたシート制御方法では、
運転者が乗車する前あるいは降車時に、シートを後方の所定位置（乗降ポジション）に移
動させることが可能にされている。
　しかし、通常、車両シートの運転ポジションは乗員の体格によって異なっており、乗員
が容易に乗車・降車可能なシートの乗降ポジションも、乗員の体格により異なる。このた
め、乗降時に車両シートを後方端に移動させる等、乗降ポジションを一定としたのでは、
乗員にとって乗降に最適な位置とはならないという問題があった。また、乗員の体格によ
ってはシートを僅かに後方移動するだけで降車に最適な位置となるにもかかわらず、一定
の乗降ポジションまでシートを余分に移動させることとなり、乗員にとっては、電動シー
トの移動完了まで余分な待ち時間が生じるという問題があった。
【０００５】
　本発明は、上記現状に鑑みてなされたもので、乗員の乗降時に、その乗員の乗降が容易
となる最適位置に電動シートを短時間で移動させるシート位置制御装置を提供することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前記問題点を解決するために、本第１発明は、乗員が車両に乗降する際の電動シートの
位置を調節するシート位置制御装置であって、前記電動シートの現在の位置を検出する位
置検出手段と、前記電動シートを駆動してその位置を調整する位置調整手段と、前記車両
の運転状態を検出する運転検出手段と、前記運転検出手段により前記車両が運転状態であ
ると検知されたときに、前記位置検出手段により検出した前記電動シートの位置に基づき
、乗員の乗降に適した最適乗降位置を設定して記憶する乗降位置設定手段と、前記運転検
出手段により前記車両の運転停止が検知されたとき、前記乗降位置設定手段により記憶さ
れた前記最適乗降位置を読出し、前記位置調整手段により前記電動シートを前記最適乗降
位置に移動させる乗降位置制御手段と、を備えることを要旨とする。
　本第２発明は、前記第１発明において、前記乗降位置設定手段は、検出した前記電動シ
ートの現在の位置に基づき着座した乗員の体格を推定し、その推定した体格に対応する前
記最適乗降位置を設定することを要旨とする。
　本第３発明は、前記第１発明及び前記第２発明において、前記乗降位置設定手段は、前
記運転検出手段により前記車両が運転状態であると検知された後、前記位置検出手段によ
り検出される前記電動シートの位置が所定時間以上変化しないときに、前記最適乗降位置
を設定することを要旨とする。
　本第４発明は、前記第１乃至第３発明のいずれかにおいて、前記乗降位置設定手段は、
前記位置検出手段により前記電動シートの座面高さの位置を検知し、その検知した位置に
基づいて前記最適乗降位置を設定することを要旨とする。
　本第５発明は、前記第１乃至第４発明のいずれかにおいて、前記運転検出手段により検
知する運転状態は、イグニッションスイッチの状態及びシフトレバーの位置のうちの１つ
以上を含むことを要旨とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明のシート位置制御装置によれば、電動シートの現在の位置を検出する位置検出手
段と、電動シートを駆動してその位置を調整する位置調整手段と、車両の運転状態を検出
する運転検出手段と、車両が運転状態であると検知されたときの電動シートの位置に基づ
き、乗員の乗降に適した最適乗降位置を設定して記憶する乗降位置設定手段と、車両の運
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転停止が検知されたとき、電動シートを記憶された最適乗降位置に移動させる乗降位置制
御手段と、を備えるため、乗員が乗降する際にはその乗員の運転中のシート位置に基づい
て設定された最適乗降位置に電動シートを移動させ、乗員の乗降のために必要充分な空間
を設けることができる。また、乗降時に、電動シートはその移動範囲の後方端等、一定の
位置まで移動されないため、電動シートの余分な移動及び移動時間を減らすことができ、
乗員は余分な待ち時間なく乗降することができる。
【０００８】
　前記乗降位置設定手段が、検出した電動シートの現在の位置に基づき着座した乗員の体
格を推定し、その推定した体格に対応する前記最適乗降位置を設定する場合には、乗員が
乗降する際に、電動シートが乗員の体格に応じた最適乗降位置に移動されることとなる。
例えば、運転時のシート位置から乗員が小柄の体格であると推定される場合には、降車時
のシート座面を大幅に低くし、乗員が大柄の体格であると推定される場合には、降車時の
シート座面の高さを適正に保つことができる。これにより、乗員の体格に応じて、乗降時
につま先が床等に接触して動き易い位置であり、且つ乗降動作がステアリングホイール等
と干渉しないような位置に、電動シートを移動させることができる。
【０００９】
　前記乗降位置設定手段が、前記運転検出手段により車両が運転状態であると検知された
後、前記位置検出手段により検出される電動シートの位置が所定時間以上変化しないとき
に、前記最適乗降位置を設定する場合には、乗員により最適な運転位置にシートが調節さ
れ且つ安定に運転されている状態のシート位置を取得することができる。そして、そのシ
ート位置によって乗員の体格を推定し、その体格に基づいて最適乗降位置を求めるため、
乗降時のシート位置をより適切に設定することができる。
【００１０】
　前記乗降位置設定手段が、前記位置検出手段により電動シートの座面高さの位置を検知
し、その検知した位置に基づいて前記最適乗降位置を設定する場合には、乗員が乗降時に
姿勢を変えるときの負担を軽減すると共に膝部等がハンドル等にぶつからないように、最
適乗降位置を設定することができる。
【００１１】
　前記運転検出手段により検知する運転状態が、イグニッションスイッチの状態及びシフ
トレバーの位置のうちの１つ以上を含む場合は、車両が運転可能な状態であるか否かを確
実に判断することができるため、運転状態のシート位置の検出や乗降位置へのシート移動
のタイミングをより適切にすることが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
　本発明について、本発明による典型的な実施形態の非限定的な例を挙げ、言及された複
数の図面を参照しつつ以下の詳細な記述によって更に説明するが、同様の参照符号は図面
のいくつかの図を通して同様の部品を示す。
【図１】本シート位置制御装置の構成を説明するためのブロック図である。
【図２】本シート位置制御装置が設けられている車両用電動シートを示す模式図である。
【図３】本シート位置制御装置による車両用電動シートの位置調節を説明するための模式
図である。
【図４】運転状態における車両用電動シートの位置（座面高さＨ）から乗員の体格（身長
）を推定する例を表わすグラフである。
【図５】推定された乗員の体格（身長）から最適乗降位置（座面高さＨ’）を求める例を
表わすグラフである。
【図６】シート位置制御装置における制御例を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、図１～６を参照しながら本発明のシート位置制御装置を詳しく説明する。
　ここで示される事項は例示的なもの及び本発明の実施形態を例示的に説明するためのも
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のであり、本発明の原理と概念的な特徴とを最も有効に且つ難なく理解できる説明である
と思われるものを提供する目的で述べたものである。この点で、本発明の根本的な理解の
ために必要である程度以上に本発明の構造的な詳細を示すことを意図してはおらず、図面
と合わせた説明によって本発明の幾つかの形態が実際にどのように具現化されるかを当業
者に明らかにするものである。
【００１４】
　（シート位置制御装置の構成）
　本実施形態に係るシート位置制御装置は、乗員が車両に乗降する際の電動シートの位置
を調節する装置であって、図１に例示するように、電動シート２の位置検出手段３、電動
シート２の位置調整手段４、運転検出手段５、乗降位置設定手段６及び乗降位置制御手段
７を備えている。
【００１５】
　前記電動シート２の用途や種類は特に問わず、本シート位置制御装置１は任意の車両用
の電動シートを対象とする。シート位置制御装置１は、特に自動車の運転席、助手席、後
部座席等として設けられる電動シートに好適に用いることができる。このような電動シー
トには、座面を上下及び前後に移動させるリフタ機構、車両の前後方向にシートを移動さ
せるスライド機構、背もたれの角度を変えるリクライニング機構等が適宜備えられ、それ
ぞれの機構がモータ等の動力により調節可能とされている。
【００１６】
　シート位置制御装置１により調節される電動シート２の位置は、電動シート２に設けら
れた調節可能な部分のうち、乗員の乗降を便利にするための１以上の位置とすることがで
きる。例えば、シート位置制御装置１による調節対象として、車室床面に対する座面の上
下方向の位置（座面高さ）を挙げることができる。また、前後方向のシート位置（前後位
置）等を挙げることができる。その他、電動シート２の位置として、座面の傾斜、リクラ
イニング角度等を含めることができる。シート位置制御装置１は、電動シート２のこれら
の調節部分のうちの１つのみの位置を制御するように構成されてもよいし、２以上の位置
を制御するように構成されてもよい。
【００１７】
　前記位置検出手段３は、シート位置制御装置１が調節対象とする、電動シート２の位置
を検出するための手段である。その具体的な構成は任意に選択することができる。例えば
、電動シート２に位置センサを設けて位置検出を行ってもよいし、電動シート２を移動さ
せるためのモータに回転センサを備え、位置センサと組み合わせて電動シートの位置を算
出するようにしてもよい。その他、一般に電動シートに設けられている位置検出手段を利
用することができる。
【００１８】
　前記位置調整手段４は、電動シート２の各種調節部分を駆動するモータ等、その駆動回
路及び制御回路を備えて構成され、通常の電動シートに用いられている構成とすることが
できる。
　電動シートには一般に手動操作用のスイッチが備えられており、乗員はそのスイッチを
用いてシートの前後位置や座面高さ等を調節することができる。この手動操作用スイッチ
によるシート位置の調整は、位置調整手段４に組み込まれていてもよいし、別途に電動シ
ート２が駆動されてもよい。
【００１９】
　前記運転検出手段５は、車両が運転状態であるかどうかを検知するための手段である。
運転状態とは、車両が運転されている状態又は車両が運転可能な状態であることを意図し
ている。車両が運転状態であるときは、乗員が適切なシート位置（運転ポジション）で着
席していると判断することができる。また、車両が停止され、乗員がシートベルトを外し
たりドアを開いたりしたときには、乗員が降車すると判断することができる。このような
判断のために有用な情報として、イグニッションスイッチの状態、シフトレバーの位置、
シートベルトの装着有無、車速、ドアロックの有無、ドア開閉、ステアリングホイールの
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チルト状態等を運転状態として挙げることができる。
【００２０】
　上記のうち、運転検出手段５により検知する運転状態は、イグニッションスイッチの状
態及びシフトレバーの位置のうちの１つ以上を含むものとすることができる。例えば、イ
グニッションスイッチがオンであれば、車両は運転可能な状態にあると判断することがで
きる。また、シフトレバーの位置が、パーキング、ニュートラル以外になっているときに
は、運転中であるか運転準備が完了している状態にあると判断することができる。
　運転検出手段５は、各種センサを備えることにより上記の各種状態を検出するように構
成されてもよいし、外部装置（ＥＣＵ）からその状態の情報を受け取るように構成されて
もよい。
【００２１】
　前記乗降位置設定手段６は、運転検出手段５により車両が運転状態であると検知された
ときに、位置検出手段３により検出した電動シート２の位置に基づき、乗員の乗降に適し
た最適乗降位置を設定して記憶する手段である。最適乗降位置は、電動シート２の可動範
囲内において乗員が車両の乗降のために支障なく動くことができるよう座席周辺の空間が
確保されている電動シート２位置であり、乗員の体格、電動シート２の前後位置、電動シ
ート２の座面高さ、電動シート２とステアリングホイールとの距離、ステアリングホイー
ルのチルト状態等により決定することができる。また、この最適乗降位置は、通常電動シ
ート２の可動範囲内の一端に位置しないため、乗降時に一端まで移動する場合と比べて移
動量及び移動時間を短縮することができる。
【００２２】
　このため、乗降位置設定手段６は、運転検出手段５により車両が運転状態であると検知
されたとき、位置検出手段３により電動シート２の現在位置（運転ポジション）を検出す
るように構成される。この電動シート２の運転ポジションから、乗員の体格を推定するこ
とができる。乗員の体格として、例えば、身長、足の長さ、座高等を挙げることができる
。乗員が運転姿勢をとるときには、ペダルまでの距離やステアリングホイールまでの距離
によりシート位置を調整するため、運転ポジションは乗員の体格と関連している。したが
って、乗降位置設定手段６は、乗員が適切な運転姿勢をとったときのシート位置（座面高
さ、前後位置等）に基づいて、乗員の体格を推定するように構成することができる。
【００２３】
　そして、乗降位置設定手段６は、前記推定した乗員の体格に対応する最適乗降位置を設
定（導出）し、それを記憶するように構成される。すなわち、乗降位置設定手段６は、乗
員の体格により、乗員の足先が車両の床面に接して無理が掛からない姿勢で踏みこたえる
ことができるような電動シート２の座面高さや、乗員の脚部がステアリングホイールに阻
まれることなく動かせる空間を確保するような座面高さ・前後位置を、最適乗降位置とし
て導出する。最適乗降位置は、電動シート２の用途毎に異なる位置とすることができる。
運転席、助手席、後部座席等によって周囲空間が異なり、乗員の乗降動作に影響する車内
設備等も異なるからである。
【００２４】
　乗員の体格の推定方法、及び体格からの最適乗降位置の決定方法は特に問わない。例え
ば、予め様々な体格の乗員について実際の運転状態と乗降時とにおけるシート位置を調査
して、その調査結果に基づいて、運転ポジションから最適乗降位置を導出するための換算
式、対応表等を作成することができる。乗降位置設定手段６は、その対応表等を参照する
ことによって、運転状態におけるシート位置から最適乗降位置を導出するように構成する
ことができる。
　乗降位置設定手段６は、例えば、電動シート２の座面高さを検知し、その検知した座面
高さの位置から最適乗降位置を導出するように構成することができる。また、電動シート
２の座面高さ及び前後位置のうちの少なくとも１つの位置を検知し、その検知した位置に
基づいて最適乗降位置を設定するように構成されてもよい。
【００２５】
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　また、乗降位置設定手段６は、運転検出手段５により車両が運転状態であると検知され
た後、位置検出手段３により検出される電動シートの位置が所定時間以上変化しないとき
に、最適乗降位置を設定するように構成することができる。それにより、乗員が電動シー
トの位置を手動調整しているときに位置検出を行うことがないようにすることができる。
【００２６】
　乗降位置制御手段７は、運転検出手段５により車両の運転停止が検知されたとき、乗降
位置設定手段６により記憶された最適乗降位置を読み出し、位置調整手段４により電動シ
ート２を最適乗降位置に移動させる手段である。
【００２７】
　以上に説明した位置検出手段３、位置調整手段４、運転検出手段５、乗降位置設定手段
６及び乗降位置制御手段７は、ハードウェアのみで構成されてもよいし、マイクロプロセ
ッサ等を使用してハードウェアとソフトウェアとによって構成されてもよい。好適には、
ＣＰＵ、メモリ（ＲＯＭ、ＲＡＭ）、入出力回路等を備えるマイクロコントローラ（マイ
クロコンピュータ）及び周辺回路によって構成することができる。これに限らず、プログ
ラム可能な論理回路、ゲートアレーその他の論理回路によって構成されてもよい。
　シート位置制御装置１には、図示しない電源により必要な電力が供給される。例えば、
シート位置制御装置１及び電動シート２は、車両のバッテリから給電を受けるようにする
ことができる。
【００２８】
　（シート位置制御装置の動作及び制御）
　図２及び図３は、車両の運転席に備えられる電動シート２の例を示している。本例の電
動シート２は、シートの前後方向の位置と、座面２１の高さを調節することができるよう
にされている。
　図３は、シート位置制御装置１による電動シート２の作動を説明する図である。電動シ
ート２の座面２１の下端２２から上端２３までの高さを座面高さＨとする。また、電動シ
ート２の前後方向の可動範囲の前端２４から座面２１の前端までの距離Ｗにより、シート
の前後位置Ｗと表わす。図３において、電動シート２の位置（座面高さＨ、前後位置Ｗ）
は、ある乗員の適正な運転ポジションを示しており、電動シート２’の位置（座面高さＨ
’、前後位置Ｗ’）は最適乗降位置である乗降ポジションであり、その乗員にとって脚部
がステアリングホイール８により阻まれることなく動かせる空間が確保されている。尚、
この電動シートの可動範囲の一端は、電動シート２’の位置よりも更に後方に位置する。
【００２９】
　車両の運転開始時には、乗員は自己の体格に合わせて電動シート２の位置を調整し、最
適な位置（運転ポジションＨ、Ｗ）に設定する。運転ポジションへの移動は、乗員が手動
でスイッチを操作して行う他、別途のシステムにより自動的に移動されてもよい。
　この運転ポジション（Ｈ、Ｗ）は、位置検出手段３によって検出することができる。運
転ポジションの検出は、運転開始時等の乗員による調整が終了した後に行うことが好まし
い。このため、乗降位置設定手段６は、車両が運転可能な状態となってから、電動シート
の位置が所定時間以上変化しないことを確認した後、運転ポジションを検出するようにす
ることができる。
【００３０】
　乗降位置設定手段６は、位置検出手段３により運転ポジションにおける座面高さＨ、前
後位置Ｗ等を検出する。そして、その位置に基づいて乗員の体格を推定する。例えば、図
４は、座面高さＨから乗員の身長（体格）を推定するためのグラフを表わしている。図の
縦軸は座面高さＨを表わし、基点Ｈ０は標準的な体格の乗員における運転時の適切な座面
高さを表す。電動シートの座面高さＨは、本例では、基点Ｈ０から上方に３５ｍｍ程度、
下方に２５ｍｍ程度の範囲で移動可能とされている。図の横軸は乗員の体格（身長）を表
わしている。
　通常、乗員の身長が標準より低い場合には、運転ポジションにおける座面高さＨが基点
Ｈ０よりも高い位置とされ、身長が標準より高い場合には、座面高さＨが基点Ｈ０よりも
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低い位置とされる。このような関係は、多数の乗員について実験等を行うことによって得
ることができる。このような座面高さＨと乗員の体格との一般的な関係をテーブルとして
、予めシート位置制御装置１内に記憶しておくことにより、乗降位置設定手段６は、その
テーブルを用いて座面高さＨから乗員の体格を推定することができる。体格を推定するた
めには、座面高さＨの他、前後位置Ｗ等を用いてもよいし、それらを組み合わせて体格を
推定してもよい。
【００３１】
　図５は、前図と同じ電動シートにおける乗員の体格と最適な乗降ポジションとの関係を
例示している。図の縦軸は乗降ポジションにおける座面高さＨ’即ち最適乗降位置を表わ
し、横軸は乗員の体格（身長）を表わしている。基点Ｈ０は、前図の場合と同じである。
　通常、乗員の身長が標準より低い場合には、乗降ポジションにおける座面高さＨ’を基
点Ｈ０よりも大幅に低い位置とするのが適切である。本例では、身長１３０ｃｍ未満の場
合、座面高さＨ’は電動シートの可動範囲の下端となっている。一方、本電動シートにお
いては、乗員の身長が標準より高い場合には、座面高さＨ’を基点Ｈ０よりもやや低い程
度の位置とするのが適切である。このような関係は、多数の乗員について実験等を行うこ
とによって得ることができる。このような乗員の体格と最適乗降位置との一般的な関係を
テーブルとして、予めシート位置制御装置１内に記憶しておくことにより、乗降位置設定
手段６は、前記推定された乗員の体格から、そのテーブルを用いて最適乗降位置（座面高
さＨ’）を求めることができる。本例では、最適乗降位置として座面高さＨ’を設定する
例を示したが、前後位置Ｗ’等を求めてもよいし、それらを組み合わせて最適乗降位置を
設定してもよい。乗降位置設定手段６は、設定した最適乗降位置をシート位置制御装置１
内のメモリに記憶する。
【００３２】
　図４及び図５により、運転ポジションから乗員の体格を推定し、次にその体格から最適
乗降位置を求める方法を説明したが、運転ポジションから直接に最適乗降位置を導出する
ことができるのは言うまでもない。
【００３３】
　車両の運転状態は、運転検出手段５により常時監視することができる。そして、車両の
運転が終了したとき、電動シートを最適な乗降ポジションに移動する。このため、乗降位
置制御手段７は、運転検出手段５により車両の運転が終了した（運転停止）と検知された
ときに、乗降位置設定手段６により記憶された最適乗降位置をメモリから読出し、位置調
整手段４によって電動シート２をその最適乗降位置（Ｈ’、Ｗ’）に移動させる。
【００３４】
　図６は、シート位置制御装置１における制御方法の例を示すフローチャートである。
　運転停止時に、乗員により電動シート２の手動操作スイッチが操作されたときは（ステ
ップＳ１）、操作に対応する座面２１の高さ又は前後位置をモータにより変更する（ステ
ップＳ２）。この処理は位置調整手段４により行うようにすることができる。乗員の操作
に代わり、別途の手段により自動的に電動シートの位置が調整されてもよい。
　その後、運転検出手段５により、シフトレバーの位置、イグニッションスイッチの状態
等を検出する（ステップＳ３、Ｓ４）。ここで、シフトレバーの位置がパーキング（Ｐ）
レンジであるか、イグニッションスイッチがオンとされていない場合には、運転されてい
ない状態（運転停止状態）と判断し、ステップＳ１に戻る。一方、シフトレバーの位置が
パーキングレンジでなく、且つイグニッションスイッチがオンとされている場合には、車
両が運転可能な状態（運転状態）と判断し、次のステップＳ５に進む。
【００３５】
　上記運転状態と判断された場合、乗降位置設定手段６は、電動シートが手動等で位置調
整（前記ステップＳ１及びＳ２）された後、所定時間（例えば、３０秒間）経過するのを
待つ（ステップＳ５）。この所定時間の間に電動シートの位置が再び調整された場合は、
前記ステップＳ１～Ｓ５を繰り返すようにすることができる。すなわち、所定時間以上、
電動シートの位置が変化しないことを確認する。車両が運転状態で、所定時間以上、電動
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ョンに調整されたと考えられるからである。
【００３６】
　電動シートの位置が所定時間以上変化しなかったときには、乗降位置設定手段６は、位
置検出手段３により現在の電動シートの位置（座面高さＨ、前後位置Ｗ等）を検出する（
ステップＳ６）。そして、検出された位置に基づき乗員の体格を推定し（ステップＳ７）
、その体格に対応した最適乗降位置（座面高さＨ’、前後位置Ｗ’等）を求めて記憶する
（ステップＳ８）。前記のとおり、検出された位置から直接に最適乗降位置を求めること
もできる。
【００３７】
　次に、シート位置制御装置１は、車両の運転状態が継続されているかを監視する。車両
が運転状態であるか否かは、運転検出手段５により適宜検知することができる。例えば、
イグニッションスイッチの状態を監視して、イグニッションスイッチがオフとされたとき
は、車両の運転が終了したと判断することができる（ステップＳ９）。尚、イグニッショ
ンスイッチの状態の他、シートベルトの装着有無やドア開閉等の状態を加えて判断するよ
うにしてもよい。
　そして、運転が終了したと判断されたとき、乗降位置制御手段７は乗降位置設定手段６
により記憶された最適乗降位置（座面高さＨ’、前後位置Ｗ’等）を読出し、位置調整手
段４によりその最適乗降位置に電動シートを移動させる（ステップＳ１０）。
【００３８】
　以上の手順により、運転停止時に最適乗降位置の座面高さＨ’、前後位置Ｗ’の位置に
電動シートを移動させることができる。この位置は、乗員の体格に応じて、乗降時につま
先が床等に接触し、ステアリングホイール８等に脚が当たり難い位置とすることができる
ため、乗員の乗降が容易となる。また、一律に可動範囲の後方等まで電動シートを移動さ
せることがないので、過剰な移動に費やす時間を省いて短時間で乗降可能にすることがで
きる。
【００３９】
　尚、本発明においては、以上に示した実施形態に限られず、目的、用途に応じて本発明
の範囲内で種々変更した態様とすることができる。
　例えば、本シートのシート位置制御装置は、実施例に示した運転席に限らず、助手席等
にも適用することができる。
【符号の説明】
【００４０】
　１；シート位置制御装置、２、２’；電動シート、２１；座面、３；位置検出手段、４
；位置調整手段、５；運転検出手段、６；乗降位置設定手段、７；乗降位置制御手段、９
；乗員。
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